
主催  介護事業経営研究会長崎中央事務局   松尾友平税理士事務所 内 ℡095（823）8876(吉田) 

                     〒850-0032 長崎県長崎市興善町7番7号 

 
原田 匡 （はらだ ただし） 
 

介護元気化プロジェクト株式会社 代表取締役 
http://www.kaigo-genkika.com 
介護事業経営研究会（C-MAS） 顧問 
http://c-mas.net/ 
 

1970年生まれ。京都大学法学部卒業。経営コンサルタントとして 
数多くの経営者の参謀を担い、成功に導く。 

現在は自らデイサービスを経営すると共に、業界特化型コンサル
タントとして様々なノウハウを開発・発信している。 
2009年10月、「全国の真面目で一生懸命な介護事業者を応援でき

る仕組み・組織を創りたい」との想いから、介護特化を目指す、 
会計士・税理士の全国ネットワーク組織「介護事業経営研究会 
（C-MAS）」の全体顧問に就任。現在、C-MAS会員である全国の税
理士・会計士の先生方と共に、年間延べ1500社を超す介護事業
者と触れ合い、実体験に基づいた経営支援活動を行っている。  

お申込み 下記に必要事項を記入し、ＦＡＸ：095-823-8891 迄ご返送ください。 

 

 
✓介護保険法改正の抑えるべきポイントとは?  

 

✓介護報酬変更の方向性について  

（最新情報） ～国家レベルの視点から～  

 

✓介護業界はどこへ向かうのか? ～業界の｢今まで｣と
｢これから｣を理解する～  

 

✓これからの新・勝ち組介護経営戦略とは?  

 

✓売上の上限が決まっている介護事業の経営者に  

とって経営計画の策定がなぜ有効なのか？  

 

✓勝ち組事業者になるための方法論と具体的な  

進め方とは？  

 

 
このセミナーに参加することで、、、、  

✓来年の介護保険法改正について最新情報を    

  得ることができます。  

✓自社の今後の成長について大きなヒントを得  

  ることが出来ます。  

✓会社の存続と発展を実現するための具体的な  

  事業計画の作成方法を学ぶことができます。  

✓今後、国の動きや法改正に翻弄されることが  

  なくなり、安定的・戦略的に事業運営に取り組  

  めるようになります。  

長崎中央事務局(松尾会計事務所内) 

介護報酬変更の方向性など、徐々に全容が見え始めた2012年度の介護保険法改正。 規模の大小
に関わらず、敏感な経営者は既に自社の舵取りを大きく変革し始めています。本セミナーでは、来年
の介護保険法改正の最新情報をお伝えすると同時に、介護事業者が存続・発展を遂げるために不
可欠な経営戦略と具体的方法論についてお伝えします。  

法人名 代表者名                          ㊞ 

参加者名 参加人数                      名 

住   所 電話     （    ） 

E-MAIL            ＠ ＦＡＸ     （    ） 

お申し込み後、受講表・ご請求書・地図などをお送りいたします。 

  会 場 大同生命ビル ５階 会議室  

ＴＥＬ： 095-826-0161 
【長崎市役所 斜め前】 

お一人 ２，０００円     （税込）   参加費 

  定  員  50名（定員になり次第締め切ります） 

          平成２４年１月２３ 日（月） 

      １３：３０～１６：３０（受付 １３：００～） 

  日 時 

開催要項 

講 師 当日の内容（抜粋） 

お役立ちセミナー 


